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論点概要

（１）前提となる社会統合の観点

（２）外国人材受入れ・共生のための総合的対応策（概要）より

（３）「共生・協働センター」（仮称）の設立提案

（４）日本語学習サポート体制
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社会統合の観点
・国や地域における少数者が、差別や排斥を受けることなく対等な構成員として
他の人々と同様の権利と責任をもって参加できる社会の構築を目指すことを「社
会統合」という。

・参入する社会構成員に同化を強要するのではなく、社会的結束と文化的多様性
を両立させるという課題の解決に挑むことは、多民族・多文化・多言語的背景を
持つ人々が生活を共にする社会においては、目指すべき必須の条件である。

・海外から生活・就労のために来日し、長期にわたって滞在する人々が増加する
ことが予測されるこれからの日本社会においても、 公正な社会参画を前提とし
た受け入れ態勢によって社会統合を目指すことが喫緊の課題となる。

・新しく社会に参入する人々は「支援される」のではなく「平等に処遇さる」存
在であり、処遇は受け入れ側の「義務」となる。
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「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」より
（関係閣僚会議2018.12.25)

〈外国人との共生社会の実現に向けた意見聴取・啓発活動〉

（２）啓発活動等の実施

○すべての人が互いの人権を大切にし支えあう社会の実現のため、

「心のバリアフリー」の取り組みを推進

〈生活者としての外国人に対する支援〉

（３）円滑なコミュニケーションの実現

①日本語教育の充実

○生活のための日本語教育の標準的なカリキュラム等を踏まえた

日本語教育の全国展開

○多様な学習ニーズへの対応

○日本語教育の標準等の作成（日本語版CEFR)

○日本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備 3



「共生・協働センター」（仮称）の提案（１）
提案理由

・日本語教育の全国展開は生産年齢人口の海外からの参入を目的とする国の

政策の一部であり、日本語学習の機会保障は国の責務である。

・「多文化共生総合相談ワンストップセンター」の機能とは別に日本語習得に

特化した組織が必要である。

・センターの存在は、海外から移入する人材に安心感を与える。

・センターの存在は、地域住民に政府のビジョンをアピールする効果を生む。

・人材を受け入れる機関・団体・企業の負担を軽減することによって受け入れの

動機を高めることができる。
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「共生・協働センター」（仮称）の提案（２）
センターの概要

・各都道府県に平均20ヵ所、全国1000ヵ所

・各センター予算年間1000万円。予算総額100億円

・通年開講 複数のコースを設定

・学習費用は軽費有料

・学習時間は600単位時間

最短コース：1日8単位時間、週40単位時間、15週間

通常コース：1日3単位時間、週15単位時間、40週間

特別コース

・学習達成目標はCEFR B1

・依拠するカリキュラム：文化庁「生活者としての外国人に対する日本語教育の標準

的なカリキュラム案」

国際交流基金「JF日本語教育スタンダード」Can-doリスト
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生活と就労のための日本語学習サポート体制

• センターの設置は地方自治体の責務。
• センターの日本語指導者は新たに提案される日本語教師有資格者。

日本語能力検定試験合格→「初任」

• センターの主任は生活・就労のための日本語教育分野の認証を得た者。
「中堅」へのステップアップには公的認証制度が必要

• 法務省告示による日本語学校（告示校）は、留学生教育のための教育機関
であり、センターの運営には加わらない。また、修了の目標レベルは、高
等教育機関入学の世界的標準であるCEFR B2とするべきであり、そのよう
な指導がなされるべきである。
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参考資料
（１）外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議

2018.12.25 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（概要）

（２）ドイツ統合コースの概要

（３）JF日本語教育スタンダード レベル図

（４）法務省入国管理局 2019.2 「特定技能に係る試験の方針について 」測定尺度

（５）文化審議会国語分科会 2018.3「日本語教育人材の育成・研修の在り方について」

養成・研修のイメージ

（６）ドイツ連邦移民・難民局ホームページ

http://www.bamf.de/EN/Migration/Einreisebestimmungen/einreisebestimmungen-node.html

（７）新しいCEFR

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors2018/1680787989

（８）生活者としての外国人に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案

文化審議会国語分科会

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongo_curriculum/index_1.html
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ドイツ統合コースの概要（１）

◎一般コース

ドイツ語：600単位時間（100単位時間×6ユニット） ＊1ユニット時間は45分

カリキュラム：仕事と職業、教育と訓練、子供の保育と教育

ショッピング/小売/消費 余暇および社会的接触

健康と衛生/人体 メディアとメディアの利用 住居

修了試験はB１レベル（A２でも認められる場合がある）

ドイツ事情：100時間

カリキュラム：ドイツの法制度、歴史と文化 ドイツにおける権利と義務

社会における共存形態

ドイツにおける重要な価値観（宗教の自由、寛容、そして

女性と男性の平等な権利）

修了試験あり
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◎特別コース
・女性コース：特にムスリム女性対象に、ドイツ社会での女性の地位など
を含め学ぶコース 1000単位時間

・両親コース：子どもを持つ両親のための内容を重視したコース 1000単位時間
・青少年コース：若者向けに一般コースに加え、教育、就労等について学ぶ
コース 1000単位時間

・識字コース：母語での識字力のない人のコース 1000単位時間
・非アルファベットコース：アルファベット以外の母語の人のコース 1000単位
時間 2015年の難民大量受け入れ以降、このコース受講者が急増。

・速習コース：ドイツ語400時間、ドイツ事情30時間の集中コース
・補習コース：すでに長期滞在している人のリカレントコース 900単位時間

✮追加コース ESF BAMFプログラム
・統合コース修了者または、同等以上のドイツ語能力を持つ移民背景のある人対象
・就労に必要なドイツ語、見学、インターンシップで構成されたコース
・内務省移民難民局と労働省の協働プログラム
2015年の難民大量受け入れ以降、このコースのニーズが急増。

参考資料：ドイツ統合コースの概要（２）
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JF日本語教育スタンダード
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1号特定技能に関する日本語試験

日本語レベル（A2)

○ ごく基本的な個人的情報や家族情報，買い物，近所，仕事など，直接的

関係がある領域に関する，よく使われる文や表現が理解できる。

○ 簡単で日常的な範囲なら，身近で日常の事柄についての情報交換に応ずること

ができる。

○ 自分の背景や身の回りの状況や，直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言

葉で説明できる。
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「特定技能」に係る試験の方針について（抜粋） （2019.2 法務省 入国管理局）
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文化審議会国語分科会 2018.3「日本語教育人材の育成・研修の在り方について 報告」（案）
日本語教育人材の役割・段階・活動分野に応じた養成・研修のイメージ


